
国
は
２
０
２
１
年
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保

険
証
（
以
下
、
保
険
証
）
利

用
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
２

０
２
３
年
４
月
か
ら
は
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
り
資
格
確
認
を

す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
義

務
付
け
ら
れ
た
。

２
０
２
４
年
の
秋
に
は
現

在
の
保
険
証
を
廃
止
し
て
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体

化
を
目
指
す
と
い
う
河
野
太

郎
デ
ジ
タ
ル
大
臣
の
発
表
が

10
月
13
日
に
あ
っ
た
。
こ
れ

を
受
け
伊
藤
述
史
会
長
と
長

尾
淳
彦
副
会
長
は
、
河
野
大

臣
の
意
向
を
絶
好
の
機
会
と

捉
え
、
10
月
27
日
に
自
民
党

へ
下
段
の
と
お
り
財
政
的
支

援
の
要
望
書
を
提
出
し
た
。

翌
28
日
に
は
厚
生
労
働
省

の
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保

険
部
会
で
承
認
さ
れ
、
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
の
無
料
配
布
と

専
用
ア
プ
リ
の
開
発
に
か
か

る
費
用
の
獲
得
の
確
約
を
得

た
。
配
付
対
象
は
柔
道
整
復

師
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、

の
施
術
所
。
２
面
は
「
柔
整

あ
は
き
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
の
簡
素
な
仕

組
み
案
（
イ
メ
ー
ジ
図
）
」
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日
整
の
要
望
が
叶
う

マイナンバーカード健康保険証利用

カードリーダーの無料配付を国が決定

【令和５年度 予算・税制・一般政策に関する要望】

柔道整復施術所において、今後、実施が予定されるマイナンバーカードでの資格確認を円滑に進

めるため、レセプトコンピュータ、カードリーダー等ハードの設置とそのシステムの構築について

財政的支援をいただきたい。

本年10月、2024年秋に現在の健康保険証の廃止に伴い、マイナンバーカードヘの一体化した形に

切り替えることが発表されました。療養費を取り扱う柔道整復施術所については、オンラインの整

備が出来ていないこと等からマイナンバーカードでの資格確認を行うためのシステムを構築してい

く必要があります。そのために、厚生労働省において関係部署と当会で柔道整復施術所のオンライ

ン資格確認並びにシステム構築について検討を進めているところです。

柔道整復施術所全てが2024年秋までにオンライン資格確認が確実に出来、療養費支給申請書（レ

セプト）発行並びに施術録（カルテ）作成等のコンピュータなどに連動したカードリーダー等ハー

ドの設置とそのシステム構築の整備に必要な財源の確保をお願いいたします。

「柔整におけるオンライン資格確認の仕組みなど」日整の動きは以下のとおりである。

※日整ではイノベーション本部やオンラインデジタル推進室の中で、新井宏室長を中心に数

年にわたり厚労省担当局と地道なテストや協議等を重ねてきた。

〇令和４年１０月１３日（木）１０時 河野デジタル大臣会見

〇令和４年１０月１４日（金）１１時 加藤厚労大臣会見

〇令和４年１０月２１日（金）１４時 日整伊藤会長、長尾副会長

厚労省にてオンライン資格確認の柔整、あはきの

仕組み案についてレクチャー

〇令和４年１０月２７日（木） ９時 日整伊藤会長、長尾副会長

自民党本部にて 医療関係１３団体要望

〇令和４年１０月２８日（金） 医療保険部会で承認/財務省へ予算要望

〇令和４年１１月８日（火）１３時３０分 厚労省保険局保険データ企画室と打合せ

〇簡素な仕組みとして

①医療機関は暗証番号入力でログイン、柔整は暗証番号入力無しでログイン

②当該患者の医療・健康情報は取得・開示できない。本人確認、資格情報のみ取得
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